	（一般地域）

	区分
	補助対象経費
	補助額
	補助限度額

	校 区 公 民 館 建 設 費 補 助 金
	校区公民館の新築、改築、増築又は校区公民館の用に供する建物の購入に要する経費（同時に行う屋外付帯工事及びエレベーター設置工事に伴う建築付帯工事の経費を含む。）
	補助対象経費の2／3に相当する額
	次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号において延床面積ごとに定める額
⑴　木造である場合
150㎡以下のもの　　1,560万円
150㎡を超え200㎡以下のもの
　 2,080万円
200㎡を超え250㎡以下のもの
　 2,600万円
250㎡を超えるもの　3,000万円
⑵　鉄骨造である場合
150㎡以下のもの　  1,730万円
150㎡を超え200㎡以下のもの
　2,300万円
200㎡を超え250㎡以下のもの
　　  2,870万円
250㎡を超えるもの　3,000万円
⑶　鉄筋コンクリート造である場合
150㎡以下のもの    1,920万円
150㎡を超え200㎡以下のもの
　 2,560万円
200㎡を超えるもの  3,000万円

	
	校区公民館の修繕（バリアフリー改修工事を含む。）に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の2／3に相当する額
	750万円

	
	既設の校区公民館の屋外付帯工事に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の1／2に相当する額
	350万円

	
	校区公民館のエレベーター設置工事に要する経費
	補助対象経費の2／3に相当する額
	750万円

	
	校区公民館の用に供する土地の購入に要する経費
	補助対象経費の2／3に相当する額
	5,000万円

	
	校区公民館の耐震診断に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	   240万円

	
	校区公民館（耐震診断の結果、耐震性に疑問があると判断されたものに限る。）の耐震改修工事に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	1,200万円

	自 治 公 民 館 建 設 費 補 助 金
	自治公民館の新築、改築、増築又は自治公民館の用に供する建物の購入に要する経費（同時に行う屋外付帯工事及びエレベーター設置工事に伴う建築付帯工事の経費を含む。）
	補助対象経費の2／3に相当する額
	次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号において延床面積ごとに定める額
⑴　木造である場合
25㎡以下のもの　　　 260万円
25㎡を超え50㎡以下のもの
　  520万円
50 ㎡を超え75㎡以下のもの
　  780万円
75㎡を超えるもの　  1,000万円
⑵　鉄骨造である場合
25㎡以下のもの　　　 290万円
25㎡を超え50㎡以下のもの
　  580万円
50㎡を超え75㎡以下のもの
　870万円
75㎡を超えるもの    1,000万円
⑶　鉄筋コンクリート造である場合
25㎡以下のもの　      320万円
25㎡を超え50㎡以下のもの
　 640万円
50㎡を超え75㎡以下のもの
    960万円
75㎡を超えるもの　  1,000万円

	
	自治公民館の修繕（バリアフリー改修工事を含む。）に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の2／3に相当する額
	400万円

	
	既設の自治公民館の屋外付帯工事に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の1／2に相当する額
	150万円

	
	自治公民館のエレベーター設置工事に要する経費

	補助対象経費の2／3に相当する額
	150万円

	
	自治公民館の耐震診断に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	  200万円

	
	自治公民館（耐震診断の結果、耐震性に疑問があると判断されたものに限る。）の耐震改修工事に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	800万円

	単独老人いこい室修繕費補助金
	単独老人いこい室の修繕（バリアフリー改修工事に要する経費を含む。）に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の2／3に相当する額
	100万円


	
	単独老人いこい室の耐震診断に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	200万円

	
	単独老人いこい室（耐震診断の結果、耐震性に疑問があると判断されたものに限る。）の耐震改修工事に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	800万円



（過疎地域） 
	区分
	補助対象経費
	補助額
	補助限度額

	校 区 公 民 館 建 設 費 補 助 金

	校区公民館の新築、改築、増築又は校区公民館の用に供する建物の購入に要する経費（同時に行う屋外付帯工事及びエレベーター設置工事に伴う建築付帯工事の経費を含む。）
	補助対象経費の4／5に相当する額
	次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号において延床面積ごとに定める額
⑴　木造である場合
150㎡以下のもの　　 1,860万円
150㎡を超え200㎡以下のもの
　2,480万円
200㎡を超えるもの　 3,000万円
⑵　鉄骨造である場合
　　150㎡以下のもの　　 2,070万円
150㎡を超え200㎡以下のもの
　 2,760万円
200㎡を超えるもの　 3,000万円
⑶　鉄筋コンクリート造である場合
150㎡以下のもの　　 2,310万円
150㎡を超えるもの　 3,000万円

	
	校区公民館の修繕（バリアフリー改修工事を含む。）に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の4／5に相当する額
	750万円

	
	既設の校区公民館の屋外付帯工事に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の2／3に相当する額
	350万円

	
	校区公民館のエレベーター設置工事に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	750万円

	
	校区公民館の用に供する土地の購入に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	5,000万円

	
	校区公民館の耐震診断に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額

	240万円

	
	校区公民館（耐震診断の結果、耐震性に疑問があると判断されたものに限る。）の耐震改修工事に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	1,200万円

	自治公民館等建設費補助金
	自治公民館の新築、改築、増築又は自治公民館の用に供する建物の購入に要する経費（同時に行う屋外付帯工事及びエレベーター設置工事に伴う建築付帯工事の経費を含む。）
	補助対象経費の4／5に相当する額
	次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号において延床面積ごとに定める額
⑴　木造である場合
25㎡以下のもの　　　  310万円
25㎡を超え50㎡以下のもの
620万円
50㎡を超え75㎡以下のもの
　 　 930万円
75㎡を超えるもの 　  1,000万円
⑵　鉄骨造である場合
25㎡以下のもの　　 　 350万円
25㎡を超え50㎡以下のもの
690万円
50㎡を超えるもの　   1,000万円
⑶　鉄筋コンクリート造である場合
25㎡以下のもの　　    390万円
25㎡を超え50㎡以下のもの
770万円
50㎡を超えるもの     1,000万円

	
	自治公民館の修繕（バリアフリー改修工事を含む。）に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の4／5に相当する額
	400万円

	
	既設の自治公民館の屋外付帯工事に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の2／3に相当する額
	150万円

	
	自治公民館のエレベーター設置工事に要する経費

	補助対象経費の4／5に相当する額
	150万円

	
	自治公民館の耐震診断に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	200万円

	
	自治公民館（耐震診断の結果、耐震性に疑問があると判断されたものに限る。）の耐震改修工事に要する経費

	補助対象経費の4／5に相当する額
	800万円

	単独老人いこい室修繕費補助金
	単独老人いこい室の修繕（バリアフリー改修工事に要する経費を含む。）に要する経費（当該経費が20万円以上の場合に限る。）
	補助対象経費の4／5に相当する額
	100万円

	
	単独老人いこい室の耐震診断に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	   200万円                        

	
	単独老人いこい室（耐震診断の結果、耐震性に疑問があると判断されたものに限る。）の耐震改修工事に要する経費
	補助対象経費の4／5に相当する額
	800万円



